
告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

一
年
十
月
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
労

政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

中
町
再
開
発
ビ
ル

福
島
県
郡
山
市
中
町
七
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

一
年
十
月
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課

市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
ち
い

ヘ
ル
シ
ー
＆
ホ
ー
ム

福
島
県
福
島
市
八
木
田
字
中
島
百
三
十
番
地
の
一

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
一
年
十
月
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
わ
き
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
四
丁
目
一
番

地
二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
六
号

平
成
二
十
一
年
度
麦
類
及
び
な
た
ね
原
種
の
配
付
数
量
及
び
配
付
価
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

六
〇
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が

意
見
を
述
べ
た
件

六
〇
七

○
平
成
二
十
一
年
度
麦
類
及
び
な
た
ね
原

種
の
配
付
数
量
及
び
配
付
価
格
を
定
め

た
件

六
〇
七

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
届
出
に
係
る

特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て

規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る

件
二
件

六
〇
八

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
件

六
〇
八

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

六
〇
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

六
〇
八

○
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
竣
功
を
認

可
し
た
件

六
〇
九

公

告

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業

計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す

る
件
二
件

六
〇
九

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
相
談

支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
件

六
〇
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止

の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
一
〇

○
種
畜
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
通
報
が

あ
っ
た
件

六
一
〇

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件

六
一
〇

福
島
県
収
用
委
員
会

○
裁
決
書
の
正
本
を
公
示
送
達
す
る
た
め

告
示
す
る
件
三
件

六
一
一



一
般
国
道
一
二
一
号

路

線

名

県
道
塩
川

山
都
線

路
線
名

喜
多
方
市
塩
川
町
大
字
遠

田
字
東
谷
地
一
七
〇
三
番

二
地
先
か
ら

同

市
塩
川
町
大
字
遠

田
字
広
面
四
〇
八
番
地
先

ま
で 区

間

喜
多
方
市
塩
川
町
遠
田
字
東
谷
地
五
番
地
先
か
ら

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
笈
川
字
中
谷
地
五
番
一
地
先

ま
で 供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
一
・
六
〜

三
〇
・
四

一
一
・
六
〜

三
〇
・
四

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
一
年
一
〇

月
四
日

供
用
開
始
の
期
日

三
四
四
・
三

三
四
四
・
三

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

原
種
の
配
付
数
量

種
類

品
種
名

数
量(

単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム)

大
麦

シ
ュ
ン
ラ
イ

一
〇
〇

小
麦

き
ぬ
あ
ず
ま

二
六
〇

ゆ
き
ち
か
ら

四
〇
〇

な
た
ね

ア
サ
カ
ノ
ナ
タ
ネ

六

二

原
種
の
配
付
価
格

種
類

単
位

価
格(

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。)

大
麦

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

一
五
七
円

小
麦

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
〇
六
円

な
た
ね

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
〇
〇
円

(

水
田
畑
作
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
七
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
橋
本
清
貴
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
一
年
九
月

八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件

に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
六
百
八
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
鈴
木
義
夫
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
一
年
九
月

八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件

に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
平
中
平
窪
字
後
川
原
四
六
、
四
七
の
一
、
四
七
の
二
、
四
七
の
五
か
ら
四
七
の
九
ま
で
、

四
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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県
道
塩
川
山
都
線

路

線

名

公

告
喜
多
方
市
塩
川
町
大
字
遠
田
字
東
谷
地
一
七
〇
三

番
二
地
先
か
ら

同

市
塩
川
町
大
字
遠
田
字
広
面
四
〇
八
番
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
一
年
一
〇

月
四
日

供
用
開
始
の
期
日

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水

面
埋
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
竣

し
ゅ
ん

功
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

竣
し
ゅ
ん

功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

福
島
県

事
務
所
の
所
在
地

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

代
表
者
の
氏
名

福
島
県
知
事

佐
藤

雄
平

二

竣
し
ゅ
ん

功
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日

三

埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

図
面
の
と
お
り

四

埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
七
年
十
月
二
十
三
日
福
島
県
指
令
港
第
二
〇
六
号

五

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

い
わ
き
市

(
｢

図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
港
湾
課
、
福
島
県
小
名
浜

港
湾
建
設
事
務
所
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
産
業
・
港
湾
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

港

湾

課)

公
告
第
五
百
十
一
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ

代
表
取
締
役

山
中

昌
一

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
中
幸
町
三
丁
目
三
番
一
号

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

移
動
式
施
設
の
た
め
、
設
置
等
予
定
地
区
は
特
定
さ
れ
な
い
。

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

移
動
式
解
体
自
動
車
の
圧
縮
施
設)

二
基

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

七
二
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

二
基

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
五
百
十
二
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヤ
マ
シ
タ

代
表
取
締
役

山
下

雄
平

東
京
都
大
田
区
北
糀
谷
二
丁
目
六
番
八
号

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
堂
ノ
浦
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

産
業
廃
棄
物
の
切
断
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

一
一
四
・
四
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
五
百
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
相
談
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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事
業
所

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

所

在

地

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

ゆ
き
わ

大
沼
郡
会
津

社
会
福

福
島
県
大
沼

平
成
二
一
年

相
談
支
援

身
体
障
害
者

り
荘

美
里
町
小
沢

祉
法
人

郡
会
津
美
里

一
〇
月
一
日

知
的
障
害
者

字
牛
首
甲
一

鶴
翔
会

町
小
沢
字
牛

精
神
障
害
者

二
一
三
│
三

首
甲
一
二
一

三
│
三

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
五
百
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

植
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
植
田
町
中
央
三
丁
目
三
番
地
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

七
千
五
百
九
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

六

届
出
を
し
た
者

協
同
組
合
植
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

公
告
第
五
百
十
五
号

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
種
畜
証
明
書

の
交
付
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
通
報
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

血

統

飼

養

者

種

畜

家
畜

証
明
書

の
種

品
種

名

前

産
地

父

氏
名
又

番

号

類

住

所

は
名
称

母

平
二
一

牛

黒
毛

福
大
幸

福
島

登
美
貴

福
島
市

吾
妻
高
原

福
島
県

和
種

在
庭
坂

牧
場
利
用

三
第
八

字
上
川

組
合

〇
号

ま
ゆ

原
五
番

地

平
二
一

馬

ダ
ッ

ブ
リ
ジ
ス
ト
ン

オ
ラ

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｒ

伊
達
市

菅
野
仁

福
島
県

チ
ウ

ン
ダ

保
原
町

三
第
一

ォ
ー

所
沢
字

〇
四
号

ム
ブ

Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｌ
Ｓ

西
深
町

レ
ッ

二
七

ド
種

平
二
一

馬

ホ
ル

ツ
ェ
ザ
ー
ノ

ド
イ

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｎ

同

同

福
島
県

シ
ュ

ツ

Ｏ

三
第
一

タ
イ

〇
五
号

ナ
ー

Ｔ
Ａ
Ｕ
Ｒ
Ａ

種

平
二
一

馬

ペ
ル

オ
リ
ヴ
ィ
エ
Ⅱ

ベ
ル

Ｗ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｎ

同

同

福
島
県

ジ
ャ

ギ
ー

Ｄ
Ｅ
Ｒ

三
第
一

ン
ウ

〇
六
号

ォ
ー

ム
ブ

Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｊ
Ｓ

ラ
ッ

ド
種

(

畜

産

課)

公
告
第
５
１
６
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
､
次
の
と

お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務

規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
21年
10月
２
日
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福
島
県
収
用
委
員
会

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
(2.6ｍ

級
)
２
台

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
21年
８
月
18日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｍ
Ｊ
兵
庫
県
加
古
川
市
平
岡
町
土
山
509番

地
の
１

５
落
札
金
額

40,110,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
21年
７
月
７
日

(入
札
用
度
課
)

公
告
第
５
１
７
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
､
次
の
と

お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務

規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
21年
10月
２
日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

�
小
型
除
雪
車
Ⅰ
(1.3ｍ

級
)
１
台

�
小
型
除
雪
車
Ⅱ
(1.3ｍ

級
)
１
台

�
小
型
除
雪
車
Ⅲ
(1.0ｍ

級
)
２
台

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
21年
８
月
18日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

�
１
の�
に
掲
げ
る
物
品
等
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二

丁
目
１
番
８
号

�
１
の�
に
掲
げ
る
物
品
等
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二

丁
目
１
番
８
号

�
１
の�
に
掲
げ
る
物
品
等
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二

丁
目
１
番
８
号

５
落
札
金
額

�
１
の�
に
掲
げ
る
物
品
等

9,376,500円
�
１
の�
に
掲
げ
る
物
品
等

9,271,500円
�
１
の�
に
掲
げ
る
物
品
等
10,521,000円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
21年
７
月
７
日

(入
札
用
度
課
)

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
一
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室(

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用

地
室)

に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡�
健

壽

一

書
類
の
名
称

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
及
び
明
渡
裁
決
に
係
る
裁
決
書
の
正
本

二

書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

大
越
勇

不
明

三

そ
の
他

前
記
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
二
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室(

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用

地
室)

に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡�
健

壽
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

一

書
類
の
名
称

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
及
び
明
渡
裁
決
に
係
る
裁
決
書
の
正
本

二

書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

リ
チ
ヤ
ー
ド
デ
ヨ

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

宮
城
県
仙
台
市
原
町
南
目
字

�
沢
一
六)

オ
ー
ス
チ
ン
・
デ

不
明

ー
ル
ガ
ウ
ン

岡
和
田
酉
治

不
明

蛭
田
春
二

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

埼
玉
県
川
口
市
柳
根
町
二
番

三
〇
号

石
川
ハ
ウ
ス
一
〇
二
号(

平
成
一
四
年
六
月
二
七
日
職
権
消
除))

�
橋
賢
司

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

北
海
道
江
別
市
大
麻
東
町
一
七
番

地
の
五)

岩
倉
治
幸

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
七
条
西

十
二
丁
目
四
番
一
号

静
穏
荘
二
号)

岩
倉
勇

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

北
海
道
札
幌
市
西
区
発
寒
十
四
条

二
丁
目
二
番
一
五
号

美
弥
湖
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
二
号)

畠
山
國
治

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
市
原
市
八
幡
二
〇
九

六
番
地
四(

平
成
一
八
年
三
月
二
九
日
職
権
消
除)

)

三

そ
の
他

前
記
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
三
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室(

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用

地
室)

に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡�
健

壽

一

書
類
の
名
称

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
及
び
明
渡
裁
決
に
係
る
裁
決
書
の
正
本

二

書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

石
松
茂

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
千
葉
市
花
見
川
区
幕

張
本
郷
二
丁
目
三
九
番
一
六
号(

平
成
一
九
年
二
月
一
五
日
職
権
消
除)

)

石
井
眞
子

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国
サ
ン
パ
ウ
ロ
州

ア
ル
バ
レ
ス
マ
ッ
シ
ャ
ド
市)

半
谷
眞
信

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル)

橘
喜
美
子

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国
サ
ン
パ
ウ
ロ
州)

半
谷
琴
子

不
明

�
野
隆
助

不
明

松�
嘉
子

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

千
葉
県
柏
市
豊
町
二
丁
目
三
番
一

八
│
七
〇
五
号)

菊
池
謙
祐

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
市
川
市
大
和
田
五
丁

目
一
番
六
号(

仙
花
荘
二
〇
三
号)

(

平
成
一
五
年
二
月
二
八
日
職
権

消
除)

)

吉
田
竹
彦

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

山
形
県
山
形
市
鈴
川
町
二
丁
目
一

番
八
号)

三

そ
の
他

前
記
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
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